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繁華街の夜間一斉査察を実施しました 

 

さいたま市消防局は、秋季火災予防運動期間中に、警察等の関係行政機関と連携し

た大宮駅周辺繁華街の雑居ビルに対して無通告による夜間一斉査察を実施しました。 

結果、避難障害等の違反があった３７棟２２０店舗に対する是正指導を行い、安全・

安心の確保を図りました。 

 

１ 実施日時等 

 ⑴ 日時：令和４年１１月１０日（木）１６時００分から２０時００分まで 

⑵ 実施地域：大宮区仲町１丁目、２丁目、宮町１丁目、桜木町１丁目地内 

⑶ 実施対象物：飲食店や風俗店等が入居する雑居ビル 

⑷ 実施責任者：さいたま市大宮消防署長 村越 正文 

⑸ 実施職員数：消防職員３２名、警察職員３５名、建設局職員４名、保健福祉局

職員４名 

 

２ 違反指摘及び是正状況 

⑴  査察実施数     ３７棟（２２０店舗） 

未実施１棟は後日実施します。 

⑵  違反あり      １３棟（ １６店舗） 

⑶ 違反指摘内容 

避難経路の物件存置による避難障害  １６店舗 

⑷ 是正状況 

違反があった１６店舗のうち、１５店舗について即時是正しました。 

なお、未是正１店舗については、継続指導中です。 
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